
（注）本籍のある市区役所または町村役場へ郵送してください。

国　見　町　長　　あて

住　所

ふりがな

氏名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

連絡先 自　　宅 勤務先等

必　要　な　戸　籍
※請求者氏名欄の㊞は、戸籍の必要な方本人が自署されていれば、押印は不要です。

〔個人事項(抄本)の場合に記入のこと〕 □請求者に同じ
明治・大正

　　　※どなたの部分が必要ですか。 昭和・平成

□パスポート申請  □（　　　　　）免許・資格取得   □戸籍届に添付   □相続手続    □裁判手続
□相続手続（被相続人氏名：　　　　　　　　　）　  □裁判手続      　□車の廃車・登録手続
  ●被相続人（亡くなられた方）のいつ頃の戸籍が必要ですか。〔□出生から □婚姻から □転籍から　□　　　　まで〕

□その他（具体的に）

提出先

 □２.返信用封筒（宛名記入したもの）

 □４.本人確認書類(コピーまたは原本）※下記の同封していただく本人確認書類に☑してください。

上記　４、について・・・本人を確認することのできる書類のコピー等を同封してください。

◆1点で確認できるもの（官公署が発行した顔写真付きの免許証・許可証・資格証明書のコピー）

   □運転免許証    □旅券（パスポート）    □外国人登録証明書    □住民基本台帳カード（顔写真付き）

   □その他（　   　　     　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

◆2点の確認書類のコピーが必要なもの　※(ｲ)に掲げる書類2点、もしくは(ｲ)と(ﾛ)に掲げる書類のコピー2点

(ｲ)□国民健康保険の被保険者証   □健康保険の被保険者証   □介護保険の被保険者証   □共済組合員証

　 □船員保険の被保険者証　□国民年金、厚生年金保険もしくは船員保険の年金手帳　□共済年金証書

    □恩給証書  □住民基本台帳カード（顔写真なし）  □「郵送による請求書」に押印した印鑑の印鑑登録証明書

　 □後期高齢者医療の被保険者証　□その他（　　  　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　）　

(ﾛ)□学生証 　□法人が発行した資格証明書（社員証等）  □官公署が発行した資格証明書（写真なし）

　 □戸籍謄本等（原本）   ※ 原本の返還をご希望される場合、申請書に「返還希望」とメモ書きしてください。

　 □その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　
※ (ﾛ)に掲げる書類２点では受付できませんので、ご注意ください。

〔詳しくは担当までお問合せください。国見町役場℡024-585-2111(代表）、住民生活課戸籍係℡024-585-2115(直通）〕

※証明したい住所（□どこから）➪

※証明したい住所（□どこまで）➪

     ※ 　請求者が本町に戸籍がない場合、必要戸籍の方との続柄を確認するため、請求者の戸籍謄本等を送っていた
　　　だくことがあります。

　　　　　（　　　　　　）

請
求
者

　　　　（　　　　）

　   年  　月  　日生

本　籍　地 福島県伊達郡国見町　大字　   　　　　　　字　　　　　　　　　　　　　番地

筆頭者の氏名

明治　・　大正　・　昭和　・　平成
　　　　　　　年　　　　月　　　　日生

全部事項（謄本）

戸　　　籍

□３.返信用切手　（　　　　　　　　円分）

除　　　籍

区　　　分

改製原戸籍

通

●同封していた
だくもの（右記
の１～４を同封し
てください。）
※ただし、本人ま

たは直系の方以外
は５を含む。

郵送による戸籍証明書等の請求書
平成　　　年　　　月　　　日

使
用
目
的

生　　年　　月　　日

生年月日

□請求者に同じ

必　要　な　人　の　氏　名

 □５.委任状　※請求者が本人または直系の方〔父母・子・祖父母・孫〕でない場合、同封してください。

 □1.定額小為替証書（ていがくこがわせしょうしょ）※郵便局で購入してください。（　　　　円分）

通

 　※定額小為替証書の「指定受取人おなまえ」のらんは、記入しないで空らんのまま郵送してください。

通

1通７５０円

1通７５０円

（その他）

通

戸 籍 附 票

通

身分証明書

通通

通

通

通

通

　　　　交　　　付　　　手　　　数　　　料

市区町村により交付手数料
が異なる場合があります。

個人事項（抄本）

通

1通３００円

1通３５０円

1通４５０円

●戸籍附票を請求される方で、

確認の必要な住所がある場合

は、どこからどこまでの□欄に

☑チェックし、詳しくご記入く

ださい。

※現在の戸籍附票が平成12年2

月26日に改製されているためで

す。


	郵便請求書式



